
物流 2024 年問題の克服に向けた共同宣言 

 

 一般社団法人長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、一般社団法人長野県商工会

議所連合会、長野県商工会連合会、日本労働組合総連合会長野県連合会、公益社団法人長野

県トラック協会、長野県消費者団体連絡協議会、ＪＡ長野県グループ、厚生労働省長野労働

局、経済産業省関東経済産業局、国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局、長野県市長会、

長野県町村会及び長野県は、相互に連携の下、それぞれの立場から物流 2024 年問題を克服

すべく、次のとおり宣言する。 

 

１ 目 的 

トラックドライバーの長時間労働の改善に向け、2024 年４月から時間外労働時間の上

限が年 960 時間となることに起因し、物流の停滞が懸念される、いわゆる「物流 2024 年

問題」が県内においても課題となっている。この宣言は、「物流 2024 年問題」を自らの事

案と捉え、その克服に向け、関係者が連携して所要の取組を講じることにより、サプライ

チェーン全体の共存共栄と、消費者の利便性確保を図り、もって地域経済の発展と県民生

活の向上に寄与することを目的とする。 

 
２ 取組事項 

この共同宣言の目的を達成するため、所掌の範囲で相互に連携し、次に掲げる事項につ

いて、実施又は実施を促進するものとする。 

(1)  物流事業者が取り組む事項 

ア 物流業務の効率化・合理化 

イ 労働時間の適正化、労働条件向上など魅力ある職場づくり 

ウ 多様な担い手の確保 

(2)  荷主事業者等が取り組む事項 

ア  物流業務の効率化・合理化 

イ  「標準的な運賃」の活用など適正な価格転嫁への理解 

  (3)  消費者が取り組む事項 

ア  物流に関する理解及び意識の変容、トラックドライバーに対する感謝 

イ 再配達削減に向けた取組 

(4)  物流 2024 年問題の克服に関する継続的な広報 

(5)  その他、１の目的及び２の取組事項を達成するために必要な事項 

 

 

令和５年 11 月 22 日 


